
(例) 傾斜修復工事費1,200万円、補助金958.3万円の場合

～　補助金の代理受領制度を導入しました　～
被災宅地等復旧支援事業の費用負担を軽減します

代理受領制度とは
　本制度は申請者(施主)が工務店等へ工事費から補助金額を差し引いた額
を支払い、工務店等が補助金を受け取るという制度です
　申請者(施主)が、工事を実施した工務店等に、補助金を代理で受け取るこ
とを委任することにより、当初の費用負担を軽減することができます。

＜代理受領制度＞

申請者 (施主)

工務店等 内灘町
②補助金

　958.3万円

①支払
241.7万円

工事費から補助金を
差し引いた額の支払でOK

問い合わせ先
　 内灘町 都市建設課　TEL：076-286-6710  FAX：076-286-6710

＜従来の制度＞

申請者 (施主)

工務店等 内灘町

①支払
1,200万円 ②補助金

　　958.3万円

工事費全額を一旦支払う
必要あり(補助金は工事費
支払い後に交付)

※工務店等と相談の上、どちらの制度をご利用になるかお選びください。



手続きの流れ

【従来型】

制度紹介 相談
補助対象要件確認 工事業者の選定

受付
書類確認

補助事業認定通知書発出 受取 宅地復旧工事実施

受取 宅地復旧工事完成図書作成

代金受取
※工事費全額

受付
書類確認 受取 領収書発行

補助金決定兼確定通知書発出 受取

受付 補助金交付請求

補助金支払い 受取（完了）

※１　申請者が補助金を受け取る場合は、申請者が工事業者に代金支払を終えている事が条件となります。

【代理受領型】

制度紹介 相談
補助対象要件確認 工事業者の選定

受付
書類確認

補助事業認定通知書発出 受取 宅地復旧工事実施

受取 宅地復旧工事完成図書作成

代金受取

受付
書類確認 受取 領収書発行

補助金決定兼確定通知書発出 受取 代理受領

受付 補助金交付請求 請求及び受領に関する委任状

補助金支払い 受取（完了）

見積書作成等

補助事業認定申請

補助金交付申請・実績報告

見積書作成等

補助事業認定申請

補助金交付申請・実績報告
※工事費から補助金額を差
し引いた額

町都市建設課 申請者 工事業者

【注意】この時点では、補助金の

交付は決定していません。

町都市建設課 申請者 工事業者

【注意】この時点では、補助金の

交付は決定していません。


